
宗像フェア事業業務委託プロポーザル実施要領 

 

１．事業の趣旨・目的 

本事業は宗像産品の認知度向上による「宗像ブランド」の確立を目指すこと、そのことによ

り、宗像市内及び福岡市内を中心とした近隣市町への宗像産一次産品の取引増並びに販路拡大

を実現することを目的とする。 

 

２．業務概要 

(１)業務名   宗像フェア事業業務委託  

(２)業務内容  別紙「宗像フェア事業仕様書」のとおり  

(３)履行期間  契約締結日の翌日から令和６年 3 月 27 日まで  

(４)提案上限額 4,000,000 円（うち消費税及び地方消費税額 400,000 円） 

 

３．プロポーザルの目的 

 本プロポーザルは、本業務の受注者を決定するにあたり、価格のみの競争ではなく、事業者

の実績、経験、企画力などを確認するために行うもので、プロポーザルに参加する事業者が提

出した提案書等の内容及びヒアリング等の状況を評価し、最も高い評価を受けたプロポーザル

参加者を契約候補者として特定するもの。 

 

４．プロポーザルの参加資格  

プロポーザルに参加する者は、参加表明書提出時において、次に掲げる要件をすべて満たし

ていること。  

(１)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者 

(２)会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく清算の開始がなされていない者､破産法(平成

16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者､会社更生法(平成

14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法

(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 

(３)国税及び地方税を滞納していない者 

(４)宗像市内の事業所を契約先とする場合、代表者個人（契約締結の権限を委任する場合は、

その受任者)が住所地の市町村税を滞納していない者 

(５)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でない者 

(６)法人であって、その役員のうちに（５）のいずれかに該当しない者 

(７)令和 5 年 5 月 25 日時点で、本市から宗像市指名停止等の措置に関する規程に基づく指

名停止の措置を受けていない者 



５．参加手続  

(１)担当部署及び問い合わせ先  

〒811-3492 宗像市東郷一丁目１番１号 

宗像市産業振興部産業政策課産業政策係  

電話  ０９４０-３６-９０３９  

FAX  ０９４０-３６-０３２０  

メールアドレス sangyouseisaku@city.munakata.lg.jp 

(２)募集要領等の公告期間 

ア 配布期間：令和 5 年 5 月 25 日～令和 5 年 6 月 26 日 

   （土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで） 

イ 公告方法  

上記（１）の担当部署で配布するほか、宗像市ホームページからダウンロードできる。 

※宗像市公式ホームページアドレス 

 http://www.city.munakata.lg.jp/ →「契約・入札情報」→「プロポーザル案件」 

(３)応募書類の提出期限、提出場所及び提出方法  

ア 提出期限：令和 5 年 6 月 26 日 （土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後

５時まで）  

※提出期限後に到着した応募書類は無効とする。 

イ 提出場所：（１）に同じ。  

ウ 提出方法：持参又は郵送（書留郵便に限る。） 

 

６．質疑・回答 

(１)受付期間 ：公募開始日～令和 5 年 6 月 15 日正午まで  

(２)質疑方法 ：質疑書によりＦＡＸにて送信し、その旨を電話にて確認すること。 

(３)質疑様式等：様式は指定様式のみとする。 

(４)回答日時 ：令和 5 年 6 月 16 日 17 時まで  

(５)回答方法 ：令和 5 年 6 月 16 日 17 時までに参加者すべてに電子メールで回答する。 

 

７．応募書類 

(１)提出書類 

ア 参加表明書  1 部 

イ 価格提案書 10 部 

ウ 企画提案書 10 部 

※令和 5 年度宗像市一般（指名）競争入札の登録名簿に登録が無い業者の場合は、令和 5

年 6 月 26 日までに登記簿謄本及び役員名簿等、宗像市暴力団等追放推進条例に基づく

照会を行うための書類を提出すること。 

mailto:sangyouseisaku@city.munakata.lg.jp
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(２)企画提案書の作成方法  

自由様式。 

(３)提出された応募書類の取扱い  

ア 提出された企画提案書は、本プロポーザルにおける契約の相手方の候補者の選定以外

の目的では使用しない。ただし、公文書公開請求があった場合は、宗像市情報公開条例

に基づき取り扱うこととする。  

イ 提出のあった書類は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行うことがある。  

ウ 提出された応募書類は返却しない。  

エ 企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。 

オ 企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三

者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。 

 

８．参加資格の確認通知について 

 (１)参加資格の有無については５．(３)で示す提出期限から7日以内に各申込者に通知する。

なお、電話等による結果の問い合わせには一切応じない。 

 (２)期限までに必要書類を提出しない者及び参加資格がないと認められた者は、プレゼンテ

ーションに参加することができない。なお、参加資格があると認められた者であっても、

確認通知後、本市から指名停止の措置を受ける等、参加資格がないと認められる者は、当

該参加資格を取り消す。 

 (３)応募多数の場合は、提出された必要書類を元に、事務局にて事前審査をおこなう。９．

(１)で示す評価基準を用い事前審査を行い、総合点の高い上位 5 社に対し、プレゼンテー

ションの参加を認めるものとする。 

 (４)前項の規定に関わらず、総合点が 60 点未満の場合は、候補者として選定しない。 

 

９．評価方法等  

(１)評価基準 別紙「宗像フェア事業業務委託プロポーザル評価基準」のとおり  

(２)プレゼンテーションの実施  

企画提案書及び価格提案書について、プレゼンテーションを実施する。時間、場所、持ち

時間については、別途通知する。  

(３)評価方法  

企画提案書、価格提案書、プレゼンテーション及びヒアリングについて、評価基準に基づ

いて評価する。 

(４)候補者の選定方法  

ア 失格者を除いた者の内、 （３）の総合点が最も高い者を、契約の相手方の候補者とし

て選定する。  

イ 最高点の者が複数の場合は、価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補



者として選定する。なお、金額も同額の場合については、当該者は、当初提案の金額の

範囲内で価格提案書を再作成し、再提出された価格提案書の金額が最も安価な者を契約

の相手方の候補者として選定する。  

ウ ア、イに関わらず、総合点が 60 点未満の場合は、候補者として選定しない。 

(５)その他  

次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 

ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

イ 本募集要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

ウ 価格提案書の金額が２(４)の上限額を超える場合 

エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

オ 評価に係る委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

 

１０．選定結果の通知・公表  

候補者選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を通知する。また、選定結果通知後に次

に掲げる項目において、担当課にて閲覧に供するものとする。 

(１)候補者名 

(２)全参加者名、総合評価点、提案金額 

 

１１．契約手続  

(１)契約交渉の相手方に選定された者と宗像市との間で、内容、経費等について再度調整を

行った上で協議が調った場合、契約を締結する。  

(２)受注者は契約金額の 100 分の 10 の額の契約保証金を契約日までに納付しなければなら

ない。ただし、宗像市契約事務規則第 46 条第 2 項各号のいずれかに該当する場合は、契

約保証金を免除する。  

(３)契約代金の支払いについては、仕様書に定めるとおりとする。  

(４)選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載し

た辞退届を提出すること。なお、この場合、次順位者を候補者とする。 

(５)選定された候補者が契約締結日までに宗像市指名停止の措置に関する規程に基づく指

名停止の措置が開始した場合において契約を締結しない。なお、この場合においても、次

順位者を候補者とする。 

 

１２．その他  

(１)参加表明書の提出後に辞退する場合は、書面により届け出るものとする。 

(２)企画提案書及び価格提案書については、１者につき１提案に限る。 

(３)参加表明書を提出した後、企画提案書及び価格提案書の差替、訂正、再提出をすること



はできない。ただし、市から指示があった場合を除く。 

(４)参加表明書を提出した後、市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがあ

る。 

(５)提出書類の作成、提出、ヒアリング及びプレゼンテーション等に要する経費は、提案者

の負担とする。 

(６)書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量

法 （平成４年法律第５１号）に定める単位とする。 


